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1⃣ 請求審査の流れについて



請求審査の流れ
事業所 国保連合会

那覇市

①請求データ送信

②仮審査結果送信



2⃣ 仮審査でエラーがでた際の対応方法について

～代表的なエラーについて紹介～



EG03

受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録され
ていません。

EH12

受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の利用者負担上月額情報が
登録されていません。

EH10

請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する受給者台帳の支給決
定情報が登録されていません。

代表的なエラー①



代表的なエラー①

【対応方法】

↓はじめに下記の内容に誤りがないか確認。

①受給者証番号に誤りがないか。

②請求先市町村に間違いはないか。

③受給者証に記載の支給決定サービスと相違はないか。
→放デイ（重心）決定だけど、放デイ（基本）で請求していない？
→加算対象じゃないけど、加算をつけて請求していない？
→利用者負担上限月額4600円だけど、0円で請求していない？ 等

※請求内容に間違いはなくても、請求システム上の契約内容の項目の入力が誤っていると同様のエ
ラーが出ます。

①～③の内容を確認の上、入力に誤りがなければ、受給者証の更新がされていない可能性がありま
す。ご利用者やご家族に確認し、なお進捗状況が不明な場合は、那覇市にお問い合わせ下さい。



EG28

請求明細書の「契約支給量」が「決定支給量」を超えています。

代表的なエラー②

☆対応方法☆

事業所ごとに設定している「契約支給量」が受給者証に記載の
「決定支給量」を超えた場合にでるエラーになります。
那覇市としては、サービス提供量の合計が「決定支給量」を超え
ていなければ、返戻にすることはありませんので問い合わせ不要
ですが、必要性に応じて契約支給量の見直しを行ってください。



EG61
該当サービスの事業所との契約期間が受給者台帳の支給決定有効
期間内ではありません。

☆対応方法☆

受給者証記載のサービス有効期間と請求システム上の契約期間
の不一致で発生するエラーとなります。

那覇市としては、返戻にすることはありませんので問い合わせ
不要ですが、可能な限り契約期間をサービス有効期間と合わせ
るようにお願いします。

代表的なエラー③



3⃣ 二次審査のエラーについて



二次審査のエラーについて

☆よく見られるエラー（者）☆

「提供時間の重複利用」・「支給量の超過」

（例1）就労・訓練系サービスの利用と居宅介護サービスの重複や、

生活介護事業所を複数利用している場合の、利用日時間違いによる同日利用。

（例2）居宅介護サービスを複数事業所で利用の際に、各事業所の契約支給量は

超えていないが、合わせた場合に支給量を超過している。

⇒上記のエラーは、複数事業所利用の場合に起きやすいエラーになります。

事業所間で利用時間の把握と支給量の確認をお願いします。



二次審査のエラーについて

☆よく見られるエラー（児）☆

PQ28：同じ日付に他の放課後等デイサービスの提供実績が存在しています。

（例）複数事業所を利用している場合であり、一方が利用日時を間違えて入力して
しまい重複。

⇒ここ数年、上記のような事例での同日利用が散見されます。

各事業所間で利用者の利用状況について情報共有を図り、請求をあげるようにお
願いします。

どんなエラーが多い？



二次審査のエラーについて

☆よく見られるエラー（児）☆

EG37
利用者負担上限月額が障害児支援受給者台帳の「利用者負担上限額情報・利
用者負担上限月額」と一致していません。

⇒受給者証の上限負担額の確認及び上限管理事業所を中心に事業所間で上限
負担額の適切な調整をするようにお願いします。



4⃣ 過誤請求について



過誤とは？

既に審査決定済みの請求に誤りがあったときに、その請求を

取り下げること。



☆過誤請求のやり方☆

那覇市ホームページから「過誤申立依頼書」をダウンロードし、

記入例をもとに必要事項を記載の上、那覇市に提出。（FAX不可）

「過誤申立依頼書」を那覇市に提出した月の翌月に再請求する。

この取り扱いについて、他の市町村とは異なる場合がありますので確認お願いします。

※提出した月⇒郵送の場合は、那覇市障がい福祉課に届いた日となります。

消印有効ではありません。

https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/shienjigyosya.html

• 過誤申立依頼書(障害福祉サービス)（エクセル：17KB）

• 過誤申立依頼書(児童通所支援)（エクセル：36KB）

• 過誤申立依頼書（地域生活支援事業）（エクセル：35KB）

• 過誤申立依頼書（記入例）（エクセル：21KB）

検索して下さい。

https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/shienjigyosya.html
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/shienjigyosya.files/sa-bisu.xlsx
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/shienjigyosya.files/zi.xls
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/shienjigyosya.files/tiiki.xls
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/shienjigyosya.files/kinyuurei.xlsx




5⃣ おわりに

例年、新年度に入る4・５月頃は、請求の仕方に関する問い

合わせや請求エラーが多い状況にあります。

本日、お話しした内容も参考として、請求業務の引継ぎや

実務に携わっていただければ幸いです。

今後とも、本市の障害福祉サービス事業へのご理解とご協力の

ほどよろしくお願いします。



ご清聴ありがとうございました。


